市広聴第312号
平成23年５月23日
社団法人横浜市工業会連合会

会長　佐藤　信夫　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市長　　林　　文　子

平成23年度横浜市産業振興に関する要望について（回答）

さきにご要望（平成22年10月27日）のありましたことについて、次のとおりお答えします。

【提案案件】

『経済観光局所管部署と横浜市工業会連合会との産業振興施策検討プロジェクト』の設置
横浜市工業会連合会は、行政、業界の先人達が、横浜市の産業活性化に一体となって取り組むという高い志を持って、昭和５９年３月に設立されました。わが国産業基盤の重大な岐路に立つ私たちが、今一度この原点に立ち戻り、行政の智恵と業界の行動力を融合し力をあわせて、この難局に立ち向かっていかなければならないと強く考えています。具体的には、現行施策及び新たな制度設計も含め限られた予算の中で実効性のある施策の選択と集中を実現するために、経済観光局と横浜市工業会連合会代表者との「産業振興施策検討プロジェクト」を予算編成時期に合わせて設置されるよう提案します。

【回答】

　貴連合会及び地域工業会については、これまで本市産業振興施策の推進に多大な貢献をいただいています。今後の施策推進においても皆さまとの連携はますます重要と考えています。

　ご提案内容については、効果的な事業展開が図れるよう、引き続き皆さまとともに考えていきます。

【重点要望事項】

『横浜市の発注する公共工事・物品調達・役務契約の市内企業への優先発注の拡大』及び

『市内受注件数、受注金額、市内受注率（金額、件数ベース）の開示継続』
　１　横浜市の公共事業の入札価格は８５％～８６％となっていますが、この価格ではコスト削減も限界にあり、安全対策の問題も含め中小企業は疲弊しております。また、優秀な人材も他の業界への転職など職人の流失が顕在化し、企業の存続も危ぶまれる状況にあります。神奈川県は入札価格の９０%を試行されており、横浜市としても実施していただくよう要望します。

【回答】

　契約の内容に適合した履行を確保するため、最低制限価格制度及び調査基準価格制度を採用していますが、最低制限価格及び調査基準価格については、建設事業者の健全な経営環境や工事の品質の確保を図るため、平成23年５月に国の基準に準じ算出式を見直し、最低制限価格及び調査基準価格を引き上げました。

　２　公共工事の入札方法については、一般競争入札となっており、[地元企業優先]、[公平な入札]、[契約工事結果の評価]等となっております。また、入札者の所在地区区分は、市内または準市内等となっておりますが、所在地区区分が広いため、地元優先の実が上がっていません。今後の発注について、「地元地区優先の指名競争入札」実施の検討を要望します。

【回答】

　本市では、入札における競争性・透明性・公正性の確保を目的として、履行能力と意欲のある事業者が自由に参加できる一般競争入札を全面的に実施していますが、市内経済の活性化を図る上で、従来から市内の事業者への優先発注を基本方針としています。

　また、小規模工事の発注にあたっては、従来から施工区周辺の地域事業者への優先発注を原則としており、今後も可能な限り地域事業者への優先発注を行っていきます。

　主な工種別市内企業受注件数（平成21年度）

（(1)受注件数（受注率）(2)受注金額（受注率））

土木　(1)848件（95.1％） 　(2)22,148百円（64.6％）

建築　(1)161件（99.4％） 　(2)12,742百円（99.96％）

電気　(1)224件（61.5％） 　(2) 6,130百円（39.9％）

管　  (1)148件（99.3％）　 (2) 4,589百円（99.8％）

市内企業のほとんどは中小企業であることから、市内企業の主な工種別受注件数をもって回答とします。

　３　平成２２年度要望に基づき開示回答のありました「平成２０年度の主な工種別市内企業の受注率」によりますと、市内企業受注率が土木工事において、金額ベースで低く、電気設備工事にあっては、件数、金額ベースとも低い結果となっています。引き続き、分離分割発注の徹底及び地元企業への優先発注を一層推進されるよう要望します。また、横浜市発注工事の受注企業に対して、下請工事の市内中小企業への最優先活用を要請しているとのことですが、個別仕様書など具体的に数値目標などを明記され、実効性のある措置をとられるよう要望します。　　

【回答】

　本市の発注については、市内経済の活性化の観点から、従来から市内の事業者への優先発注を基本方針としています。今後も分離・分割発注を徹底することにより、市内中小企業向け発注の拡大に努めていきます。

　本市発注工事の受注業者に対しては、工事を下請発注する場合には、本市内の中小企業を最優先として活用するように特に要請していますが、個別の仕様書などへの明記は、民間事業者間の契約関係について直接関与することとなり、適当ではないと考えています。

   局　別　要　望　書
地球温暖化対策事業本部

１ ＣＯ２枠取引制度の充実強化

　日本政府は昨年９月に開催されたＣＯＰ１５で温室効果ガス発生量を１９９０年比２５％削減することを目指すと宣言し、また、今年７月には排出枠の海外購入を中止し、国内での小口の省エネ投資を促進する方針を打ち出しています。この実現に向けては、企業の大半を占める中小企業の参画なくしては困難と考えますので、中小企業の省エネ設備投資の回収年数短縮（例；回収１０年）に寄与する排出枠取引制度の構築を要望します。

【回答】

　対象者の拡大や市による公表、削減取組の評価など、実効性を高めた内容に拡充した地球温暖化対策計画書制度の運用を平成22年度から開始しています。この制度を確実に運用し、削減対策を促進しながら本市としての実績を積み重ねた上で、国の排出量取引制度や東京都の制度の動向を注視しながら、本市に必要な制度の検討をしていきたいと考えています。

総務局

１「総合評価落札方式」の拡大、並びに「低入札調査基準価格」及び「最低制限価格」の引き上げ
市の厳しい財政事情が続き、公共投資が減少している中で、受注をめぐる価格競争が激化し、著しい低価格入札による公共工事の品質低下を避けるための入札制度として導入された「総合評価落札方式」が、ダンピング防止、施工の確実性に一定の役割を果たしていると考えています。横浜市では現在検証されているとのことですが、昨年に引き続き、未実施の入札についても可能な限り、特別簡易型の総合評価落札方式を拡大されるよう要望いたします。また、ダンピングの防止、不良・不適格企業排除の実を挙げるためにも、総合評価落札方式下で採用されている｢低入札価格調査制度｣における「低入札調査基準価格」、並びに総合評価落札方式が適用されていない入札における「最低制限価格」の設定に当たっては、基準となるデータ、算式等を毎年見直し、設定されるよう要望いたします。

【回答】

　本市で導入している総合評価落札方式のタイプには、技術的な工夫の余地が大きな工事を対象に、「具体的な技術提案など」と「価格」とを総合的に評価する『標準型』、技術的な工夫の余地が小さい工事を対象に、「施工計画や工事実績など」と「価格」とを総合的に評価する『簡易型』、小規模の工事には同種工事の施工経験や工事成績などの実績だけを求める『特別簡易型』があります。

　平成23年度は、一部の工事に総合評価落札方式を適用し、制度の課題などについて引き続き検証していきます。

　調査基準価格及び最低制限価格については、工事に必要な経費を適正に反映することにより建設事業者の健全な経営環境や工事の品質の確保を図るため、平成21年７月に国の基準に準じ算出式を見直すとともに、その上限を予定価格の90%へ引き上げました。今後とも国の動向を注視しながら、適切に対応していきたいと考えています。

２　消防設備保守契約等への最低制限価格制度の適用

「最低制限価格制度は、ほぼ毎日継続的に履行する業務で、人件費の占める割合の高い業務について導入し」｢消防設備保守など年間を通して毎日行わない業務については、現在、対象としていません｣との回答をいただきましたが、最低制限価格が設定されないことから、行き過ぎた競争により、契約の履行の確保が危惧されるような極端な低価格での入札が見受けられます。不良不適格業者の参入や低入札受注による公共工事の品質低下を防止するために制定された｢公共工事の品質確保の促進に関する法律｣の趣旨は、総合評価落札方式の対象外となっている保守管理委託契約の入札についても当てはまり、特に、生命、身体、財産の安全に直接関係する消防設備の保守業務については、安全確保の面から、経済性を無視した極端な低価格入札を排除する必要があります。そこで改めてこの分野での入札にも、最低制限価格制度を適用されるよう要望いたします。

【回答】

　最低制限価格制度の適用については、ほぼ毎日継続的に履行する業務で、人件費の占める割合の高い業務としており、これまでと同様に、年間を通して行わない業務については対象としていません。

　なお、消防設備保守契約などについては、契約内容に従って適正に履行されています。

経済観光局

１　横浜サイエンスフロンティア研究成果製品化の際の地元企業の活用

理化学研究所、木原記念横浜生命科学振興財団、産学共同研究センター並びに横浜新技術創造館の入居企業等の研究成果の製品化、商品化の際は、地元中小企業の活用に配慮し、地域の技術の高度化と新製品開発のセンターとなるようにご指導ご支援を強く要望します。

【回答】

　理化学研究所横浜研究所においては、研究に必要な先端機器開発について、市内中小企業とのマッチングを引き続き行います。木原記念横浜生命科学振興財団では医工連携による研究開発支援、ビジネス支援を行っており、市内中小企業の優れた技術を活かせるよう取り組んでいきます。

　また、横浜市ものづくり支援コーディネート事業などにより、引き続き横浜市産学共同研究センター及び横浜新技術創造館の入居企業などと市内中小企業との連携促進に努めていきます。

２　外国特許出願費用の助成制度

優れた技術力を有し、それらを海外において広く活用しようとする中小企業者が外国において特許出願する場合、翻訳料・弁理士費用・調査費用・手数料等の多大な費用負担が必要となります。東京都においては外国特許出願を支援するため「外国特許出願費用助成事業」とそのものズバリの助成制度がありますが、国際都市横浜市においては外国特許出願に対する支援制度が不充分であると思われます。支援目的を明確にした助成制度の創設を要望します。　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
《東京都の場合の例》
　【名称】　「外国特許出願費用助成事業」
　・助成率　　　　　１／２以内　　　　・助成限度額　　　３００万円
　・助成対象経費　　外国出願料、弁理士費用、翻訳料、選考技術調査費用、国際調査手数料
　　　　　　　　　　国際予備審査手数料　等

他に　「外国意匠出願費用助成事業」（１／２以内　限度額３０万円）
「外国商標出願費用助成事業」（１／２以内　限度額３０万円）

【回答】

　国の平成22年度の緊急経済対策に合わせ、知的財産を活用した経営に積極的に取り組む企業として本市が認定する企業を対象に、特許庁の地域中小企業知的財産戦略支援事業を利用して外国特許出願支援を先行実施しました。平成23年度も、横浜市中小企業支援センターである財団法人横浜企業経営支援財団と連携を図りながら、国の制度を積極的に活用し、外国出願支援に取り組んでいきます。

３　低利の繋ぎ融資制度の創設

多くの中小企業は製品納入又は工事完成等までの繋ぎ資金に苦労しているのが現状であり、回収確実な手形に対しての低利の繋ぎ融資制度を創設していただきたい。

【回答】

　平成23年度には、つなぎ資金として利用できる低利で、かつ保証料助成をする「経営安定資金(緊急支援特別)」を創設し、市内中小企業の資金繰り支援を実施していきます。

４　工業系地域での住民との摩擦を回避し、安定して操業するための対策強化

横浜市当局としても、平成１９年１１月に「大規模土地取引の事前届け出制度」を施行するなど、一定の努力をされていることは理解しますが、現実に問題となっているのは、大規模な土地よりも小規模の工場移転跡地におけるマンションの建設であります。平成２２年度の要望に対して、届け出対象を引き下げる旨の回答をいただいておりますが、是非とも大幅な引き下げを実施していただくよう強く要望します。この問題については毎年継続して要望しておりますので、他の大都市の状況や対策等についても調査し、有効な対策があれば積極的に取り入れる等なお一層努力していただくよう重ねて要望します。

【回答】

　工業集積地域の操業環境の維持・保全のため、平成19年11月から工業集積地域における土地取引の事前届出制度を導入し、売却にあたっての助言や情報提供を行うことにより、工業系土地利用を希望する事業者とのマッチングが成立するなど一定の成果をあげています。一方で、ご指摘のとおり、依然として工業集積地域内における土地利用転換が進行している状況です。

　そのため、現在、工業集積地域における土地取引の事前届出制度の届出対象面積の引き下げや今後の立地支援策について、事業所の皆さまのご意見を伺うため、アンケートやヒアリングによる調査を実施しています。

　今後、調査の結果などを踏まえ、届出制度の拡充などの操業環境保全に向けた取組の検討を進めます。

５　市街化地域におけるものづくり産業に対する支援

横浜市の中心の市街化地域でものづくり産業を営んでいる企業は住工混住の環境や、固定資産税の負担など厳しい環境の中で経営を強いられ、不動産業への転業や廃業に追い込まれているのが現状です。こうした事業所の支援策として、例えば緑化率の大幅な緩和、壁面緑化や屋上緑化を算定に加える等の支援策を講じる、更には、特定の市街化区域については工場緑化基準を外すなどの思い切った制度を実施するなどを行っていただきたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【回答】

　工場立地法では、壁面緑化や屋上緑化について緑地として一定の算入を認めています。さらに、本市としては、国の規制緩和を受け、工場建替等が円滑に推進できるように、平成21年度に「横浜市における工業立地法・敷地外緑地制度」を創設しています。

　また、本市では、健康で快適に生活できる環境を確保するために、緑の環境をつくり育てる条例に基づく緑化協議制度と都市計画法及び都市緑地法に基づく緑化地域制度により、建築行為を行う際に緑化をお願いしています。これらの制度では、屋上緑化や壁面緑化は一定割合まで緑化面積に算定することができます。工場に限り緑化基準率を外すことについては、制度の対象区域内の一定の敷地規模の建築物全てに緑化を規定しているため難しいと考えています。

なお、一定基準以上の緑化を行っている事業所については、本市との緑地保全契約に基づき緑地の一部の固定資産税及び都市計画税の一部が軽減される制度があります。

６　優良工業事業所の表彰基準の見直し　

現在、横浜市の表彰制度として、工業団体、工業団体役員、優良工業事業所、優良工業従事者の表彰制度があり、会員から評価されています。各表彰内容毎に表彰の対象となる年数が定められておりますが、優良工業事業所につきましては、発足して２０数年の地域工業会は対象にならず、一方、会員企業においては表彰を期待する事業所があるのも現状です。横浜市内の事業所として健全に事業を営み工業会に貢献しておりま す事業所に対しては、当該工業会の推薦または、期間を定める場合は工業団体表彰と同様「１０年以上の事業所で当該工業会に貢献が顕著であるもの」は表彰の対象となるようご配慮されたい。　

【回答】

　優良工業事業所に対する表彰は、他の表彰内容や工業会の状況等を総合的に考慮したうえで、要件を定めています。

　顕著な功績をあげ、産業振興に貢献が著しいと認められる事業所については、調整させていただきます。

７　大手企業退職者の有効活用・大企業ＯＢ技術者の活用

団塊の世代が次々と定年を迎えている今日において、技術・技能の空洞化を防ぎ、どのようにしてこれを次の世代に伝えていくかが私たち中小企業にとって切実な問題となっております。そこで、大手企業の退職者を活用した若年技術者のレベルアップや新たな技術開発・新市場開拓等に関するセミナーを開催するほか、市内中小企業の求めに応じて一定期間（短期間）公費負担により派遣していただき、条件があえばその企業への就職に結びつくような具体的な施策とそのための助成制度を創設していただくよう要望します。なお、平成２２年度の要望に対する回答では、「ＯＢ人材バンクの設置は困難」との回答ですが、東京都ではこのような制度を実際に実施しておりますので、それらを参考にしてより具体的な施策を検討していただくよう重ねて要望します。

【回答】

　中小製造業の後継者確保や技術者育成の支援に向け、工場見学会や企業担当者との就職懇談会、民間等研修施設が実施する実技講習料の一部助成など人材育成事業への補助を実施しています。

　ＯＢ人材バンクについてですが、平成20年度に貴連合会と連携して実施した調査結果を踏まえますと、ＯＢ人材バンクの設置は困難と考えています。

　なお、企業ＯＢの雇用にあたっては、国の機関である「神奈川人材銀行」で、豊富な経験と高度な専門知識技術や能力をもった人材と企業とのマッチングを行っているほか、国の助成金（中小企業基盤人材確保助成金や特定求職者雇用開発助成金等）もご利用いただけます。

　さらに、本市でも、独自の無料職業紹介事業「ジョブマッチングよこはま」を行っており、様々なスキルを持った求職者とのマッチングのご相談に応じています。

　また、ご要望のＯＢ人材バンク制度ですが、現在、東京都を含め近隣自治体で実施している事例はございません。

８　中小製造業経営革新促進助成制度の充実

生産設備への省エネルギー化を推進するため、平成22年度において、CO2削減に寄与する設備投資への助成率を10％に引き上げたことについては高く評価いたしますが、反面、一般の設備投資などへの助成率を、平成21年度の３％から平成22年度は２％に引き下げたことは、平成22年度の要望に反するものです。中小企業にとって依然として景気の低迷状態による深刻な影響が続くなか、あらためて、一般の設備投資への助成率の引き上げを要望します。また、別枠として設けたCO2削減に寄与する設備投資への助成制度を、平成23年度以降も継続して存続されるよう、要望いたします。

【回答】

　横浜市中小製造業経営革新促進助成制度については、経営革新のための設備投資に取り組む中小製造業を重点的に支援するため、平成23年度に、基礎的な助成率を２％から10％に引き上げます。

　また、ＣＯ２削減に寄与する設備投資への助成率加算（８％）も継続し、助成率の合計を18％とします。

都市整備局

１　東海道貨物支線の貨客併用化と地下鉄４号線の鶴見延伸　

京浜臨海部の再整備を進める上で交通アクセスの整備が第一で、臨海部のＪＲ貨物線を活用し、旅客化することによって京浜臨海部の再整備と活性化が一段と促進されます。また、地下鉄４号線の日吉－鶴見間の延伸計画の一日も早い実現に向け、貨物線の旅客化と共に地下鉄４号線の延伸を引き続き推進されるよう要望します。

【回答】

　東海道貨物支線の貨客併用化及び横浜環状鉄道（日吉－鶴見）については、東京圏の鉄道整備に関する基本計画を定める国の運輸政策審議会答申第18号（平成12年１月）の中で、位置付けられています。これらの路線の整備については、社会環境の変化や将来の交通需要の見通しなど様々な課題がありますが、平成22年12月にとりまとめた「横浜市中期４か年計画」における「次世代の総合的な交通体系の構築に向けた検討」の中で運輸政策審議会答申路線について事業化の検討を図ることとしています。

２　副都心としての鶴見の活性化　

　ＪＲ鶴見駅東口については・独立行政法人都市再生機構により平成２２年度完了を目途に事業が進められておりますが、副都心としての機能を果たすため中距離列車のＪＲ鶴見駅停車、鶴見産業文化センターの建設駅前公共駐車場の整備、京急鶴見駅への特急電車の停車の実現に向けての横浜市の努力目標、日程等を明確にするなど鶴見駅周辺整備に全市的な取り組みを重ねて要望します。特に駅前公共駐車場は、マンション居住者を含め２３０台では不足し、混雑の原因になりますので、ＪＲ鶴見駅東口開発にふさわしい整備を強く要望します。また、鶴見会館跡地については、同事業検討委員会報告に基づく活力あるまちづくりの推進と地元企業優先発注を横浜市関係部局並びに関係機関に徹底するよう要望します。

【回答】

　横須賀線などいわゆる中距離電車の鶴見駅への停車については、これまでも本市から東日本旅客鉄道株式会社に要望してきました。

　東日本旅客鉄道株式会社によれば、物理的にホーム設置の可能性があるのは東海道貨物線であるとのことですが、地元からの請願による地元負担が前提であり、また、ホーム設置に伴う技術的な検証やＪＲ貨物など関係者との協議が今後必要になるとのことです。

　ホーム設置については課題がありますが、長年にわたる地元の皆さまからの要望について、本市としても重く受け止めていますので、引き続き東日本旅客鉄道株式会社などに働きかけていきます。

　京急鶴見駅への特急電車停車については、神奈川県鉄道輸送力増強促進会議を通じて、引き続き京浜急行電鉄株式会社に要望していきます。

　駅前公共駐車場の整備について、本市では、民間事業者による駐車場整備を基本としており、横浜市駐車場条例及び大規模小売店舗立地法に基づく駐車場の設置指導などを引き続き行い、駐車場整備を推進していきます。

　鶴見会館の閉館に伴う跡地利用については、本市全体の公益的な視点に立った活用方法を検討していきます。

３　臨海部を結ぶ交通アクセスと鶴見工業高校の跡地利用の整備促進　
臨海部の再整備と併せ鶴見駅東口―小野町―未広を結ぶ交通アクセスの整備と鶴見工業高校の跡地活用により活力あるまちづくりの促進を重ねて要望します。

【回答】

　本市における将来の鉄道網については、東京圏の鉄道整備に関する基本計画を定める国の運輸政策審議会答申第18号（平成12年１月）に基づき、事業化に向けた検討を進めることとしています。ご要望の路線については、当該答申の中で位置付けはありませんが、今後の参考とさせていただきます。

　鶴見工業高校敷地については、「防災性の向上」、「駅前拠点機能の整備」、「福祉施設の整備」の観点から、当該地を含めて、鶴見小野駅周辺地区の土地利用に関する基本的な考え方（ゾーニング案）をまとめました。引き続き地域の皆さまのご意見も伺いながら活力あるまちづくりの推進に向け取り組んでいきます。
道路局

１　鶴見南北道路の早期建設　

県道鶴見・溝の口線は、終日渋滞、過密状態で産業活動を初め市民生活に重大な支障をきたしています。特に国道１号線と１５号線を結ぶ道路が一本しか無く、県道鶴見・溝の口線の渋滞解消のため、早急に南北道路の建設促進を引き続き要望します。

【回答】

　鶴見区内でＪＲを横断する路線として、現在整備を進めている横浜環状北線の関連街路岸谷生麦線のほか、岸谷線、浜町矢向線が計画されています。

平成20年５月に公表した「都市計画道路網の見直しの素案」において、岸谷線については、線形や幅員を見直す「変更候補」、浜町矢向線については「存続」としています。これらの都市計画道路は、鉄道による地域分断や踏切事故の解消を図るため、優先的に事業着手する路線としています。

現在、「変更候補」路線については、都市計画変更に向けた検討を進めており、「存続」路線とともに、事業中の路線の進ちょく状況などを見ながら、効率的・効果的な整備について検討していきます。

２　国道１５号線の拡幅　

国道１５号線の拡幅未整備区間の早期着手について国土交通省への要請を引き続き要望します。

【回答】

　国道15号については、都市計画幅員の50ｍに拡幅する計画となっています。本市としても、未整備区間の整備について、引き続き、道路管理者である国土交通省横浜国道事務所に働きかけていきます。

３　国道３５７号線の金沢～夏島間における道路の拡幅

Ｒ３５７は、海の公園周辺を起点として、特にＧＷや潮干狩りシーズンにおいて激しい渋滞を生じています。産業団地近傍の業務生活圏にあって交通渋滞の弊害は無視できないものがあります。現行道路の拡幅整備について、国土交通省への要望を引き続き要望します。道路拡幅と併せて臨時的な措置として、シーズンにおける当該地域における駐車場の確保を要望します。

【回答】

　国道357号（福浦地区）の４車線化については、国土交通省横浜国道事務所において、すでに事業着手しています。駐車場の確保については、国土交通省横浜国道事務所に要望していきます。

４　国道３５７号線の八景島～横須賀市夏島及び同以南への延伸

Ｒ３５７の地域幹線道路としての有用性はますます増大しているなかで、八景島から夏島への延伸計画が中断しています。また、夏島以南の横須賀市街地への延伸についても、横浜市南部から三浦半島湾岸地域にかけての産業活性化を図るうえで、計画の早期実現を引き続き要望します。

【回答】

　国道357号の横須賀への延伸については、引き続き早期整備を国土交通省に働きかけていきます。

５　瀬谷・柏尾線の交通渋滞の解消

「戸塚駅の大踏切り」や「原宿の交差」の交通渋滞対策は現在進行中であり、その完成を大いに期待しています。一方、数十年来「瀬谷・柏尾線」－不動坂から岡津町の区間－通勤帯（朝・夕）の渋滞が解消されず通勤者の遅刻・荷物集配遅れによる生産への悪影響が多々発生しているのが現状であります。企業の生産効率を向上させるためにも早急な交通渋滞の解消に努められるよう要望します。

【回答】

　平成20年５月に公表した「都市計画道路網の見直しの素案」において、当該路線については、横浜新道（上矢部ＩＣ）のアクセス強化と安全な歩行者空間の確保などを図るため、追加候補としており、現在、検討を進めています。

　また、あわせて、財政状況を勘案しつつ、優先的に事業着手する路線を「優先整備路線」として明らかにしており、当該地区においても、周辺の道路ネットワークの整備等により、交通の円滑化を図りたいと考えています。

港湾局

１　鶴見川河口付近の船舶等航路の確保
鶴見大橋下の鶴見川河口は、港湾区域として貨物や物資の海上輸送に利用されておりますが、近年上流からの堆積物によって、水深が著しく浅くなり、船舶運航等の面から周辺企業の事業活動の障害となっております。平成２１年度、国土交通省河川事務所において河口部の一部を浚渫しましたが、引き続き浚渫工事を要請、要望します。

【回答】

　ご要望のとおり、国土交通省京浜河川事務所が河口部の一部をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(しゅんせつ),浚渫)しました。今後も順次浚渫を進めていく予定と聞いています。引き続きご要望の主旨を踏まえ、国土交通省京浜河川事務所と調整していきます。

この旨ご了承いただき、貴連合会の皆様によろしくお伝えください。
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